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官民共有ライブラリ上のデータの
取り扱いに関するお知らせ



●官民共有ライブラリにアップロードしたデータは、官側が関係法令に基づき管理しています。
●アップロードしたデータのうち、「官側が別途、管理しているデータ」や、「意思決定の途中段階で作成したも
ので、当該意思決定に与える影響がないものとして、長期間の保存を要しないと官側が判断したデータ」は、
アップロードした日から1年未満の期間に削除する必要があります。
※ 官民共有ライブラリ上のデータを１年以上削除せずに保存した場合は、官側において行政文書ファイル簿へ登録する等、
管理する必要が生じます。

以上のことから、DSGの官民共有ライブラリ上のデータについては、官側・企業側双方において削除可能な運
用に変更します。
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＜注意＞
アップロードしたデータ削除する場合、DSG上のコミュニケーション
サービス等を通じて事前に官側から承諾を得てください。
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後日、企業側の削除権限を付与する担当者様を
決めていただくためのヒアリング（次ページ）を行います。



今後、DSG加入済み企業を対象に、削除権限を付与する担当者様（１名）を決めていただ
くため、防衛装備庁情報システム管理室がヒアリングを行います。
後日、DSG運用担当者から保護システム管理者（保護システム担当者）宛へメールでご連
絡いたしますので、お手数ですがご対応をお願いします。
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【ヒアリング対象】企業側の保護システム管理者
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各お知らせに関する詳細

お問い合わせ先
防衛装備庁 情報システム管理室：dsg-atla@atla.mod.go.jp

詳しい情報は、運用開始の際に提供されるドキュメント類をご参照ください。


